
野田市告示第１０５号 

 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第６条第５項の規定に基

づく保育料、延長保育料の徴収及び収納事務を次のとおり委託する。 

 

令和５年４月１４日 

 

 

野田市長 鈴 木  有 

 

 

１ 収納事務受託者 

千葉県野田市中野台５６４番地の２ 

株式会社 コビーアンドアソシエイツ 

代表取締役 小林 照男 

 

２ 収入金の種類 

野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する

規則第２条第１項第１号の規定に基づく保育料 

野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する

規則第２条第１項第３号の規定に基づく延長保育料 

（野田市立木間ケ瀬保育所に関するものに限る） 

 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 


